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（ 別 紙 ８ ）

○ 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について（平成12年3月30日老企第52号）(抄)
（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険

の給付対象外の介護サービス費用について の給付対象外の介護サービス費用について

特定施設入居者生活介護事業者（地域密着型特定施設入居者生 特定施設入所者生活介護事業者については、指定居宅サービス

活介護事業者及び介護予防特定施設入居者生活介護事業者を含む 等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

。以下同じ。）については、指定居宅サービス等の事業の人員、 令第３７号。以下「居宅サービス基準」という。）第１８２条第

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下 ３項において、利用料のほか、介護保険の給付対象外の介護サー

「居宅サービス基準」という。）第１８２条第３項（第１９２条 ビス費用として、同項第一号に掲げる費用を受領することができ

の１２において準用する場合を含む。）及び指定地域密着型サー ることとされているが、その具体的な取り扱いは左記のとおりで

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月 あるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にそ

１４日厚生労働省令第３４号。以下「地域密着型サービス基準」 の周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされた

という。）第１１７条第３項並びに指定介護予防サービス等の事 い。

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３５号。以下「介護予防サービス基準」という。）

第２３８条第３項（第２６２条において準用する場合を含む。）

において、利用料のほか、介護保険の給付対象外の介護サービス

費用として、それぞれ同項第一号に掲げる費用を受領することが

できることとされているが、その具体的な取り扱いは左記のとお

りであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等

にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにさ

れたい。

記 記

１ 利用料の範囲 １ 利用料の範囲
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特定施設入居者生活介護（地域密着型特定施設入居者生活介 特定施設入所者生活介護は、看護・介護職員等により、適時

護及び介護予防特定施設入居者生活介護を含む。以下同じ。） 、適切に介護サービスが包括的に提供されるべきものであるの

は、看護・介護職員等により、適時、適切に介護サービスが包 で、その介護報酬は、個々の利用者ごとに設定されるものでは

括的に提供されるべきものであるので、その介護報酬（外部サ なく、要介護度状態区分又は要支援の区分に応じて一律とし、

ービス利用型特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型 居宅サービス基準の規定により標準的に配置される職員の人件

介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）は、個々の利用者 費等を基礎として定めているものである。したがって、これら

ごとに設定されるものではなく、要介護度状態区分又は要支援 の職員により提供されるサービスについては、介護保険の給付

の区分に応じて一律とし、居宅サービス基準等（居宅サービス 対象となっているものであり、利用料の他に別途費用を受領す

基準及び地域密着型サービス基準及び介護予防サービス基準を ることはできないものである

いう。以下同じ。）の規定により標準的に配置される職員の人

件費等を基礎として定めているものである。したがって、これ

らの職員により提供されるサービスについては、介護保険の給

付対象となっているものであり、利用料の他に別途費用を受領

することはできないものである

２ 保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合 ２ 保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合

特定施設入居者生活介護事業者が、介護保険の給付対象とな 特定施設入所者生活介護事業者が、介護保険の給付対象とな

る特定施設入居者生活介護に要する費用とは別に介護サービス る特定施設入所者生活介護に要する費用とは別に介護サービス

に係る費用（居宅サービス基準第１８２条第３項第１号及び地 に係る費用（居宅サービス基準第１８２条第３項第１号）を受

域密着型サービス基準第１１７条第３項第１号並びに介護予防 領できる場合は次の（１）及び（２）に限られるものである。

サービス基準第第２３８条第３項第１号）を受領できる場合は なお、この場合の人員数の算定方法は、居宅サービス基準によ

次の（１）及び（２）に限られるものである。なお、この場合 るものとし、その具体的な取扱いは平成１１年９月１７日老企

の人員数の算定方法は、居宅サービス基準等によるものとし、 第２５号当職通知及び平成１２年３月８日老企第４０号当職通

その具体的な取扱いは平成１１年９月１７日老企第２５号当職 知によるものである。また、これらの費用については、全額が

通知及び平成１２年３月８日老企第４０号当職通知並びに平成 利用者の負担となるものであり、あらかじめ、利用者又はその

１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第０３１ 家族に対して、当該サービスの内容、費用及び人員配置状況に

７００１号・老老発第０３１７００１号当職通知（「指定介護 ついて十分に説明を行い、利用者の同意を得ることが必要であ

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴 る。

う実施上の留意事項について」に限る。）によるものである。

また、これらの費用については、全額が利用者の負担となるも

のであり、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サ

ービスの内容、費用及び人員配置状況について十分に説明を行

い、利用者の同意を得ることが必要である。
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(1) 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料 (1) 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料

（略） （略）

① （略） ① （略）

② 要介護者等が３０人未満の場合 ② 要介護者等が３０人未満の場合

看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準等に基づき 看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準に基づき算

算出された人数に２人を加えた人数以上であること。 出された人数に２人を加えた人数以上であること。

(2) 個別的な選択による介護サービス利用料 (2) 個別的な選択による介護サービス利用料

あらかじめ特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準 あらかじめ特定施設入所者生活介護として包括的かつ標準

的に行うものとして定めた介護サービスとは別に、利用者の 的に行うものとして定めた介護サービスとは別に、利用者の

特別な希望により行われる個別的な介護サービスについては 特別な希望により行われる個別的な介護サービスについては

、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サ 、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サ

ービス利用料を受領する介護サービスは、本来特定施設入居 ービス利用料を受領する介護サービスは、本来特定施設入所

者生活介護として包括的に行うべき介護サービスとは明らか 者生活介護として包括的に行うべき介護サービスとは明らか

に異なり、次の①から③までのように個別性の強いものに限 に異なり、次の①から③までのように個別性の強いものに限

定される必要がある。 定される必要がある。

なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、居 なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、居

宅サービス基準等上の看護・介護職員の人数の算定において 宅サービス基準上の看護・介護職員の人数の算定において、

、当該看護・介護職員の勤務時間から当該サービスに要した 当該看護・介護職員の勤務時間から当該サービスに要した時

時間を除外して算定（常勤換算）することとする。 間を除外して算定（常勤換算）することとする。

①・② （略） ①・② （略）

③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助 ③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助

利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準 利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準

的な入浴回数を超えた回数（当該特定施設が定めた標準的 的な入浴回数を超えた回数（当該特定施設が定めた標準的

な入浴回数が一週間に３回である場合には４回以上。ただ な入浴回数が一週間に３回である場合には４回以上。ただ

し、居宅サービス基準第１８５条第２項及び地域密着型サ し、居宅サービス基準第１８５条第２項の規定により１週

ービス基準第１２０条第２項並びに介護予防サービス基準 間に２回以上の入浴が必要であり、これを下回る回数を標

４８条第２項の規定により１週間に２回以上の入浴が必要 準的な入浴回数とすることはできない。）の入浴の介助に

であり、これを下回る回数を標準的な入浴回数とすること 要する費用。

はできない。）の入浴の介助に要する費用。

３ 軽費老人ホームに係る取扱い

軽費老人ホームについては、「軽費老人ホームの設置及び運

営について」（昭和４７年２月２６日社老第１７号厚生省社会
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局長通知）及び「軽費老人ホームの設置及び運営について」（

同年３月２９日社老第２４号老人福祉課長通知）により利用料

等の徴収について取扱いを示しているところであり、この取扱

いを基本とするが、軽費老人ホームにおいて特定施設入所者生

活介護事業者としての指定を受け、さらに前記２の料金の負担

を求めようとする場合には、事務費の助成との調整等が必要で

あることから、事前に都道府県を通じて当局計画課に連絡する

こととされたい。




